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協力医療機関に関する変更について（通知）

　平素は当町介護事業につきまして、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第105条、第127条、第152条により、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めることが義務付けられております。
令和6年度の改定に伴い、高齢者施設等と医療機関の連携強化のため１年に１回以上、協力医療機関との間で入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認すること、及び、当該協力医療機関の名称等について当該事業所の指定を行った自治体に届け出ることが義務付けられました。
現在、当町では変更があった場合、介護保険法施行規則131条の13の規定による変更届出書とあわせて上記届出書を提出いただいておりますが、和歌山県及び近隣市町に問い合わせを行った結果、事務簡素化の観点に基づき、当町においても変更届出書のかわりに協力医療機関の届出書を提出日にて登録させていただくように運用を変更いたします。
今後、協力医療機関の届出書には、施設基準の規定を満たす協力医療機関以外の協力医療機関も含めて全て記載していただき、協力内容がわかる書類を添付していただきますようお願いいたします。
　
　現　行　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年１１月以降
【変更があった日から10日以内】
・現行通り提出いただいた場合は受付可

【変更が無くても1年に1回以上】
・協力医療機関に関する届出書
(全ての協力医療機関記載)
・医療機関との協定書の写し
※変更日　変更があった場合のみ届出書の提出があった日で変更
【変更があった日から10日以内】
・変更届出書
・変更した医療機関との協定書の写し
・協力医療機関に関する届出書
※変更日　変更年月日で変更

【変更が無くても1年に1回以上】
・協力医療機関に関する届出書
・医療機関との協定書の写し
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